
政治資金規正法（昭和 23 年法律第 194 号）第６条第１項の規定により、政治団体設立届が提出されたので、同法第７条の２第１項の規定により、その名称等を次の

とおり公表する。 

 

  令和元年７月１２日 

                                                                        岐阜県選挙管理委員会 委員長  大 松 利 幸 

 

１ 政党の支部 

  法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体とみなされる政党の支部 

政治団体の名称 
代 表 者 

の 氏 名 

会計責任者 

の 氏 名 
主たる事務所の所在地 

一以上の市町村等

の区域を単位とし

て設けられる支部 

届出年月日 

立憲民主党岐阜県第３区総支部 阪 口 直 人 阪 口 拓 造 各務原市蘇原中央町 3-164 ○ R 元.6.25 

 

 

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 

  国会議員関係政治団体以外の政治団体 

政治団体の名称 
代 表 者 

の 氏 名 

会計責任者 

の 氏 名 
主たる事務所の所在地 届出年月日 

奥村新五後援会 奥 村 新 五 奥 村 新 五 可児市皐ケ丘 5-167 R 元.6.25 

坂さとる後援会 坂     悟 坂   春 義 安八郡安八町大野 909-1 R 元.6.3 

 


